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　※　令和３年4月1日以降に設計住宅性能評価申請したもの

別添　評価料金（第30条第1項）

表１　（評価料金）

評価料金は次のとおりとする。（室内空気中の化学物質の濃度等を除く）

(消費税別）

種別

延べ床面積
100㎡以下 200㎡以下

62,000×K 73,000×K

70,000×K 83,000×K

20,000×K 25,000×K

10,000×K 12,000×K

10,000×K 12,000×K

76,000×K+S×19,000

再検査料金 16,000×K 19,000×K+S×4,700

型式住宅部分等製造者認証を受けた住宅
の検査回数1回あたりの料金の減額

16,000×K 19,000×K+S×4,700

K：選択する分野の数に応じた係数　（0～2：0.90 、 3～5：0.95 、 6：1.00）
S：評価対象住棟の延べ面積から500平方メートルを減じ、200平方メートルで除し、小数点以下を切り捨てた数値

建
設
住
宅
性
能
評
価

建設住宅性能評価
（当センターで設計住宅性能評価を行っている場合）

94,000×K 114,000×K+S×19,000

建設住宅性能評価
（当センター以外で設計住宅性能評価を行っている
場合）

112,000×K 133,000×K+S×19,000

変更建設住宅性能評価 33,000×K 38,000×K+S×9,500

変更設計住宅性能評価 23,500×K 28,500×K 38,000×K+S×9,500

型式性能認定を受けた設計住宅性能評価 42,500×ｋ 51,000×K 68,500×K+S×17,000

評 価 料 金 表

一戸建ての住宅

設
計
住
宅
性
能
評
価

200㎡超
500㎡以下

500㎡超

設計住宅性能評価 47,500×K 57,000×K
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　※　令和３年4月1日以降に設計住宅性能評価申請したもの

表２　（評価料金） (消費税別）

種別

延べ床面積
500㎡以下

500㎡超
1,000㎡以下

1,000㎡超
2,000㎡以下

2,000㎡超
5,000㎡以下

5,000㎡超
10,000㎡以下

10,000㎡超
20,000㎡以下

20,000㎡超
30,000㎡以下

30,000㎡超

85,700+M×
(4800+OP×300)

A×7,600+Ｍc×
(3,900+OP×300)

68,500+Ｍ×
(4800+OP×300)

Ｎ×41,500
+Ｍ×Ｂ

+Ｍ×4,000

N×66,000
+M×B

+M×4,000

N×94,300
+M×B

+M×4,000

N×113,200
+M×B

+M×4,000

N×141,500
+M×B

+M×4,000

N×188,600
+M×B

+M×4,000

N×254,700
+M×B

+M×4,000

N×301,800
+M×B

+M×4,000

N×56,600+M×
(9200+OP×

500)+M×4,000

N×90,500+M×
(9200+OP×

500)+M×4,000

N×129,200+M×
(9200+OP×

500)+M×4,000

N×188,600+M×
(9200+OP×

500)+M×4,000

N×283,000+M×
(9200+OP×

500)+M×4,000

N×330,100+M×
(9200+OP×

500)+M×4,000

N×375,000+M×
(9200+OP×

500)+M×4,000

N×420,000+M×
(9200+OP×

500)+M×4,000

追加検査料金

41,900 66,600 95,200 114,200 142,800 190,400 257,100 304,700

S：　評価対象住棟の延べ面積から500平方メートルを減じ、200平方メートルで除し、小数点以下を切り捨てた数値

M：　評価対象戸数

N：　検査回数（N=４：　3階以下、　N=５：　４〜９階、　N=６：　10階〜16階、　以下7階毎にNは1ずつ増加）

A：　計画変更のうち、火災安全性・劣化対策・維持管理の各性能分野（住棟評価）のうち影響を受ける「分野の数（０〜３）」

Mc： 変更設計評価を発行する戸数（枚数）

B：　50戸未満＝6,400+OP×500　120戸未満＝5,400+OP×500　120戸以上＝3,500+OP×500　300戸以上＝2,500+OP×500

R：　追加検査対象戸数

OP：選択する分野の数（必須項目以外　0～6）

※追加検査料金は建設住宅性能評価申請時に、申請者と協議の上法定検査回数以上の検査を実施する場合に適用する。

114,200+Ｍ×
(2900+OP×300）

142,800+Ｍ×
(2900+OP×300）

190,400+Ｍ×
(2900+OP×300）

257,100+Ｍ×
(2900+OP×300）

304,700+Ｍ×
(2900+OP×300）

建
設
住
宅
性
能
評
価

建設住宅性能評価
（当センターで設計住宅性能評価を行っている場合）

建設住宅性能評価
（当センター以外で設計住宅性能評価を行っている
場合）

変更建設住宅性能評価
41,900+Ｍ×

(2900+OP×300）
66,600+Ｍ×

(2900+OP×300）
再検査料金

個別取り決め

型式住宅部分等製造者認証を受けた住宅
の検査回数1回あたりの料金の減額

95,200+Ｍ×
(2900+OP×300）

評 価 料 金 表

共同住宅

設
計
住
宅
性
能
評
価

設計住宅性能評価 95,200+S×23,800+Ｍ×(4800+OP×300)
2,095,200
+S×4,700

+M×(4800+OP×300)

変更設計住宅性能評価 (A+2)×(S×2,300+9,500)+Mc×(3,900+OP×300)

型式性能認定を受けた設計住宅性能評価 S×21,900+85,700+M×(4800+OP×300)
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表３　（室内空気中の化学物質の濃度等に係る評価料金 ）

別途、見積りによる。

表４　（建設性能評価の場合の交通費）

1.本島内の場合は別途見積りとする。
2.住宅の所在地が本島以外の市町村又は離島にあっては申請者と協議の上、表1に掲げる料金に、船又は航空運賃および島内交通費等その実費額を
　加えるものとする。

表５　（住宅性能評価書の再交付等の手数料）
住宅性能評価書の再交付等の手数料は次のとおりとする。

(消費税別）
戸建て・共同住宅

3.センター取扱い業務と同時に行う場合は申請者と協議の上、減ずることができるものとする。

交付書1通につき　　4,700円
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表６　（長期使用構造等確認の申請　料金表）

【　一戸建ての住宅　】 （単位：円、消費税別）

【　共同住宅等　】 （単位：円、消費税別）

500㎡以下
500㎡超

1,000㎡以下
1,000㎡超

3,000㎡以下
3,000㎡超

5,000㎡以下
5,000㎡超

10,000㎡以下
 10,000㎡超

102,500 161,500 330,000 588,500 1,010,000 別途見積

（11,000+M×
2,500）

（19,000+M×
2,500）

（38,000+M×
2,000）

（760,000+M×
2,000）

（95,000+M×
1,500）

別途見積

（注1）評価等業務（住宅性能評価業務及び長期使用構造等確認の業務）の範囲：当センター住宅性能評価業務規程（第６条）による。

（注2）M：評価対象住戸数

（注3）当センターへの設計住宅性能評価申請と併せて長期使用構造等確認の申請を行う場合の住宅性能評価の料金は「評価料金表」をご参照下さい。

（注4）住宅型式認定・型式住宅部分等製造者認証等、審査の省略が見込まれる場合は審査料金の割引が適用される場合があります。

（注5）限界耐力計算等の特別な計算方法による場合は別途審査料金が加算されます。

（注6）直前の長期使用構造等確認を当センターが行っている場合の変更長期使用構造等確認の申請は直前の確認時の料金の２分の１の額とする。

（注7）直前の評価等業務を他機関が行っている場合の変更長期使用構造等確認の申請は、新たな単独申請とみなし上表の額を適用します。

（注8）軽微変更該当証明申請は、一戸建ての住宅：5,000円（税別）、共同住宅等：（5,000円+1,000円×変更住戸数）（税別）とします。

（注9）確認書や軽微変更該当証明申請の再発行手数料5,000円（1通当り、税別）

附則：本料金表は令和4年4月1日から施行する。

延べ面積

単独申請の場合

住宅性能評価
注3

と併せた申請の場合

単独申請の場合 住宅性能評価
注3

と併せた
申請の場合

―

審査料金 43,500 7,000 ―
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